
第１回産業競争力会議課題別会合 

「農地中間管理機構（仮称）について」議事要旨【抜粋】 
 

1．開催日時：2013 年９月20 日（金） 12:40～13:40 

2．場 所：官邸４階大会議室 

3．出席者： 

議 長 安倍 晋三 内閣総理大臣 

議長代理 麻生 太郎 副総理 

副議長 菅 義偉 内閣官房長官 

同 甘利 明 経済再生担当大臣兼内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 

同 茂木 敏充 経済産業大臣 

議員 秋山 咲恵 株式会社ｻｷｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ代表取締役社長 

同 佐藤 康博 株式会社みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ取締役社長 ｸﾞﾙｰﾌﾟCEO 

同 新浪 剛史 株式会社ﾛｰｿﾝ代表取締役CEO 

岡 素之 規制改革会議議長（住友商事株式会社 相談役） 

稲田 朋美 内閣府特命担当大臣（規制改革） 

林 芳正 農林水産大臣 

 

○農地中間管理機構（仮称）について 

（林農林水産大臣） 

産業競争力会議でも議論していただき、農地中間管理機構の構想が日本再興

戦略に盛り込まれた。現在、担い手が利用する農地は全農地の５割だが、KPI で

は、これを今後10 年間で８割まで引き上げ、担い手への農地の集積・集約化を

進めてコストを削減して生産性を上げることを掲げており、これを実現するの

が農地中間管理機構の肝である。 

県段階に公的な機関として農地中間管理機構を整備し、農地の出し手から借

り受けた上で、法人や企業も含めた担い手に対し、規模拡大や利用する農地の

集約化に配慮して貸し付けるというのがこの構想の基軸である。 

その際、大区画化等農地の生産性を高めるための条件整備を行うことも可能

とし、業務については、市町村や民間企業への委託を活用しながら、関係者の

総掛かりで取り組むこととしたい。 

既存の農地保有合理化法人は、相対売買の中継ぎを役割としており、不動産

屋的かつ、予算も限られている中で、あまりうまくいかなかった。今回、リー

スを活用して、いわばデベロッパー的な機能を持たせたい。 

９月３日の産業競争力会議農業分科会以来、産業競争力会議でもご議論いた

だいてきた。各都道府県にこの機構を置くので、農地中間管理機構が各都道府

県で十分にワークし、10 年で構造改革の成果が確実にあがるようにしていくこ
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とが重要である。貴重なご意見を賜り、ワークするしっかりとしたスキームに

していきたいと考えている。 

 

（新浪議員） 

農地中間管理機構の在り方については、農業分科会で農林水産省と大変建設

的な議論を行った。資料２の１ページ目にある（１）～（６）の６つの点が大

変重要である。また、過去の施策から学び、制度のみの導入で運営が骨抜きに

なってはならない、既得権益者のみで決めてはいけない、これらの点からよく

学んだ上で、この６点が重要であると申し上げた次第。 

（略） 

資料の３ページ目。重要なのは、機構がどうガバナンスを持って運営される

かということ。都道府県ごとに農地集積の計画を立てて、担い手あたりの農地

面積がどれだけ増えたか、また、しっかりと農地が担い手へ貸し付けられてい

るかを生産性向上の目標とする。この目標に向けて、各都道府県が創意工夫を

していく。この目的達成や収益管理に係る責任は都道府県、すなわち機構の役

員の任命権を持つ知事が負う。このために、農林水産業・地域の活力創造本部

の指名に基づき、第三者機関による客観的評価を毎年実施する。その結果を公

表し、優良事例を農林水産省が横展開を図る。機構の設立目的の達成を国とし

て果たし、その結果を国として地方自治体の予算に反映させる。機構そのもの

にかかる運営費用の負担については、適切な地方負担を求めるなど、責任の明

確化と創意工夫のできる制度とすべき。 

（略） 

 

（佐藤議員、秋山議員が発言） 

 

（岡規制改革会議議長） 

今日は規制改革会議の議長という立場で参加させていただいている。農水省

からのヒアリングを何度か行い、規制改革会議の議員15 名に専門委員５名を加

えて数度の議論を重ねてきた。その結果を昨日、規制改革会議の意見としてま

とめ、農水省に提出した。そこで書かれていることは、先程新浪議員が説明さ

れたこととかなり重なっているところがある。産業競争力会議の考え方と規制

改革会議の考え方が似ているということを強く感じた。ここに書いてあること

をこれからしっかりと対応していただくべき。 

 

（茂木経済産業大臣が発言） 

 

（麻生副総理） 

新浪主査を中心に作成されたペーパーは、問題点がよくまとめられている。



この中で一番特筆すべきところは、農地中間管理機構の目的達成や収益管理に

係る責任は都道府県知事にあるとしているところ。戦後の農地解放の経験も踏

まえると、都道府県が責任を持って貸し手と借り手の間に介在する仕組みであ

れば、農地の貸し手も借り手も安心できる。 

 

（稲田大臣） 

岡議長からご説明があった規制改革会議の指摘の点について、ぜひ実行され

るよう、農水省におかれては前向きにお願いしたい。その上で、先程岡議長が

農業改革の一歩に過ぎないとおっしゃったが、今回の機構は農地経営基盤強化

促進法を改正して、今まで農地保有合理化法人が行っていた賃借部分を機構で

やるわけだが、既存の農地保有合理化法人の看板の付け替えであってはいけな

いし、ワークしないからという政策の継ぎ接ぎであってはいけない。農業委員

会、農協の役割の見直しを始めとする抜本的な改革にも精力的に取り組んでま

いりたい。 

 

（林農林水産大臣が発言） 

 

（菅内閣官房長官） 

新浪主査を始め、民間議員の皆様には、農地中間管理機構に関する諸課題に

ついて大変建設的なご意見をいただき、感謝を申し上げる。 

ただいまご提言いただいたことを取り入れることで、農地中間管理機構は、

農地の集積により生産性を向上させ、最終的に農業全体の所得を今後10 年間で

倍増させるという目標の達成に向けた極めて重要な手段になると考えている。 

こうした目標達成に向けて、ご提言いただいた、受け手のニーズに合った農地

の借入れ、機構のガバナンス体制、更に公募による公平・公正な貸付けなどは、

極めて重要な課題であると認識している。 

政策が、規制改革会議のご議論や皆様のご意見を的確に反映されたものにな

るように、林農林水産大臣にはよく対応を検討していただき、政府として臨時

国会への関連法案提出へ向けて、近々開催する「農林水産業・地域の活力創造

本部」の中でしっかりと議論して方向性を示してまいりたい。 

 

（甘利経済再生担当大臣） 

農業に関する議論はここまでとしたい。林大臣には、本日の皆様の意見を的

確に法案に反映いただくよう、ご検討をお願いしたい。 

 

 

（以降、国家戦略特区関係の発言） 












